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院
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出
外
務
省
の
対
中
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広
報
活
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関
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質
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
対
中
国
広
報
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
四
条
第
十
五
号
等
に
規
定
す
る
事
務
と
し
て
、
中
華

人
民
共
和
国
を
含
む
各
国
に
お
い
て
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
書
物
（
以
下
「
書
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
井
出
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
公
使
（
以
下

「
井
出
公
使
」
と
い
う
。
）
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
寄
稿
（
出
版
）
届
が
提
出
さ
れ
、
外
務
省
の
意
見
が
伝
え
ら
れ
た
後
、

出
版
さ
れ
た
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

書
物
の
御
指
摘
の
部
分
の
記
述
は
、
井
出
公
使
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
中
国
の
新
聞
が
そ
の
理
解
に
基
づ
い

て
報
じ
た
記
事
を
書
物
の
筆
者
で
あ
る
井
出
公
使
が
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
昨
年
八
月
十
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
等
に
お
い
て
、
か
つ
て
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多

く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
と
の
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止

一



め
、
痛
切
な
反
省
と
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
台
湾
に
関
し
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
の

日
中
共
同
声
明
第
三
項
に
基
づ
く
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

六
及
び
八
に
つ
い
て

書
物
の
御
指
摘
の
部
分
の
記
述
は
、
井
出
公
使
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
中
国
の
雑
誌
が
そ
の
理
解
に
基
づ
い

て
報
じ
た
記
事
を
書
物
の
筆
者
で
あ
る
井
出
公
使
が
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
井
出
公
使
に
よ
る
説
明
は
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
が
出
版
し
た
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
記
述
を

客
観
的
に
紹
介
し
、
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
内
閣
総
理
大
臣
談
話
等
に
盛
り
込
ま
れ
た
我
が
国
の
基
本
的
立
場
に
つ

い
て
先
方
の
理
解
を
促
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
井
出
公
使
は
、
公
費
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
御
指
摘
の
歴
史
教
科
書
を
中
国
人
記
者
に
貸
与
し
た
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


